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２ 所管事務の調査（報告） 

(2) 川崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について 

 

資料１ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について 

資料２ パブリックコメント手続資料 

参考資料 「川崎市わくわくプラザ事業」の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民・こども局こども本部 

（平成２６年８月２７日） 



■「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部
を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（「子ども・子育て支援法整備法」）により、児
童福祉法第３４条の８の２が新設され、市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で
基準を定めなければならないこととされた。 

 
■これまで放課後児童健全育成事業については特段の定めはなく、「放課後児童クラブ運営ガイドライン」が放

課後児童健全育成事業のあるべき水準として示されており、自治体ごとに多様な形態で運営されていた。 

■市町村が条例を定めるに当たっては、放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数については厚生労働
省令で定める基準に従い定めるもの（従うべき基準）とし、その他の事項については、厚生労働省令で定める
基準を参酌するもの（参酌すべき基準）とされた。 

 
 
 
  

２ 検討中の条例の概要 

《①最低基準の目的》 
 ■市町村が条例で定める基準（最低基準）は、利用者が明るくて、衛生的な環境において、素養があり、

かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとす
る。 

 
《②最低基準の向上》 
 ■市町村長は、その管理に属する市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その

他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する放課後
児童健全育成事業を行う者（放課後児童健全育成事業者）に対し、最低基準を超えて、その設備及び運
営を向上させるように勧告することができる。 

 ■市町村は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 
 
《③最低基準と放課後児童健全育成事業者》 
 ■放課後児童健全育成事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならな

い。 
 ■最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては、最低基準

を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。 
 
《④放課後児童健全育成事業の一般原則／参酌すべき基準》 
 ■放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等に

より昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活
が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、
もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行わなけれなければならない。  

 ■放課後児童健全育成事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、
その運営を行わなければならない。 

 ■放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、
当該放課後児童健全育成事業者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努め
なければならない。 

 ■放課後児童健全育成事業者はその運営の内容について自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めな
ければならない。 

 ■放課後児童健全育成事業を行う場所（放課後児童健全育成事業所）の構造設備は、採光、換気等利用者
の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。 

 
《本市の考え方》 
◆法の趣旨を鑑み、国の基準に沿った基準とする。 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について 

１ 趣 旨  
《①一般的要件／参酌すべき基準》 
 ■放課後児童健全育成事業において、利用者の支援に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性

と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のあるものであって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際に
ついて訓練を受けたものでなければならない。 

 
《②職員の知識及び技能の向上等／参酌すべき基準》 
 ■放課後児童健全育成事業者の職員は、常に自己研鑽に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識

及び技能の習得、維持及び向上に努めなければならない。 
 ■放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければなら

ない。 
 
《③放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数／従うべき基準》 

■放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければな
らない。（従うべき基準） 

■放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに２人以上とする。ただし、その１人を除き、補助員（放課
後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。）をもってこれに代えることが
できる。（従うべき基準） 

■放課後児童支援員は、次のいずれかに該当するものであって、都道府県知事が行う研修を修了したもの
でなければならない。（従うべき基準） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者
に対して一体的に行われるものをいい、一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね４０人以下と
する。（参酌すべき基準） 

■放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。
ただし、利用者が２０人未満の放課後児童健全育成事業所であって、放課後児童支援員のうち一人を除
いたもの又は補助者が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合その他の利用者
の支援に支障がない場合は、この限りでない。（従うべき基準） 

 
《④経過措置／従うべき基準》 

■この省令の施行の日から平成３２年３月３１日までの間、放課後児童支援員の資格について、「都道府県
知事が行う研修を修了したもの」に、平成３２年３月３１日までに修了することを予定している者を含
めること 

 
《本市の考え方》 
◆法の趣旨を鑑み、国の基準に沿った基準とする。 

・保育士 

・社会福祉士 

・高等学校等を卒業した者等であって２年以上児童福祉事業に従事したもの 

・学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有

する者   

・大学において社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれら

に相当する課程を修めて卒業した者   

・大学において社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれら

に相当する課程において優秀な成績で単位を取得したことにより大学院への入学が認められた者   

・大学院において社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれ

らに相当する課程を修めて卒業した者 

・外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学、若しくは体育学を専修する学科

又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

・高等学校を卒業した者等であり、かつ、２年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者

であって、市町村長が適当と認めたもの 

（２）職員 

（１）最低基準の目的と一般原則 

資料 １ 
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■放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はま

ん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 ■放課後児童健全育成事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正

に行わなければならない。 
 
《⑤運営規定／参酌すべき基準》 

■放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営につい
ての重要事項に関する運営規定を定めておかなければならない。 

  ・事業の目的及び運営の方針 
  ・職員の職種、員数及び職務の内容 
  ・開所している日及び時間 
  ・支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額 
  ・利用定員 

・通常の事業の実施地域 
・事業の利用に当たっての留意事項 
・緊急時等における対応方法 
・非常災害対策 
・虐待の防止のための措置に関する事項 
・その他の事業の運営に関する重要事項 

 
《⑥放課後児童健全育成事業者が備える帳簿／参酌すべき基準》 

■放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備し
ておかねばならない。 

 
《⑦秘密保持等／参酌すべき基準》 

■放課後児童健全育成事業者の職員は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密
を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

■放課後児童健全育成事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は
その家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

 
《⑧苦情への対応／参酌すべき基準》 

■放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ
適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならな
い。 

 ■放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該
指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

 ■放課後児童健全育成事業者児童健全事業者は、社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が行う
同法第８５条第１項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 

 
《⑨保護者との連絡／参酌すべき基準》 

■放課後児童健全育成事業者は、常に利用者の保護者と密接な連絡をとり、当該利用者の健康及び行動を
説明するとともに、支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

 
《⑩関係機関との連携／参酌すべき基準》 

■放課後児童健全育成事業者は、市町村、児童福祉施設、利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連
携して利用者の支援にあたらなければならない。 

 
《⑪事故発生時の対応／参酌すべき基準》 

■放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに、市
町村、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

■放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損
害賠償を速やかに行わなければならない。 

 
《本市の考え方》 
◆法の趣旨を鑑み、国の基準に沿った基準とする。各項目の詳細については別途定める。 

《①設備の基準／参酌すべき基準》 
 ■放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画

（専用区画）を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 
 ■専用区画の面積は、児童１人につきおおむね１．６５㎡以上でなければならない。 
 ■専用区画等は、放課後児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事

業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合には、この限りでない。
 ■専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。 
 
《本市の考え方》 
◆法の趣旨を鑑み、国の基準に沿った基準とする。 

ただし、専用区画の面積基準に満たない場合は、平成 32 年 3 月 31 日まで経過措置を設けることとする。

《①開所時間及び日数／参酌すべき基準》 

 ■放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する時間について、次の各号に掲げる区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間以上を原則として、その地方における児童の保護者の労働時間、

小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定める。 

  ・小学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成事業 １日につき８時間 

  ・小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業 １日につき３時間 

 ■放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する日数について、１年につき２５０日

以上を原則として、その地方における児童の保護者の就労日数、小学校の授業の休業日その他の状況等を

考慮して、当該事業所ごとに定める。 

 

《本市の考え方》 
◆法の趣旨を鑑み、国の基準に沿った基準とする。 

（４） 開所時間等 

（３）設備 

《①非常災害対策／参酌すべき基準》 

 ■放課後児童健全育成事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けると

ともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするよう努めなければな

らない。 

 ■前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は定期的にこれを行わなければならない。 

 

《②利用者を平等に取り扱う原則／参酌すべき基準》 

 ■放課後児童健全育成事業者は、利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的取扱いをしてはなら

ない。 

 

《③虐待等の禁止／参酌すべき基準》 

■放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、児童福祉法第 33 条の１０各号に掲げる行為その他

当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

《④衛生管理等／参酌すべき基準》 

 ■放課後児童健全育成事業者は、利用者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管

理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。  

（５） その他運営基準 
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パブリックコメント手続資料 

 

子ども・子育て支援新制度の施行に伴う 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準の制定について 

— 市民の皆様から意見を募集します  

幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、地域の子ども・子育て支援の充実を目的として、平成２７年 

４月から「子ども・子育て支援新制度」が実施されます。 

子ども・子育て関連３法により児童福祉法が改正され、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の 

設備及び運営について、国が省令で定める基準を踏まえ、市町村が条例で基準を定めることになりました。

本市においても、放課後児童健全育成事業について、厚生労働省令で定める基準に基づき基準案を策

定いたしましたので、市民の皆様から広く御意見を募集いたします。 

※ 川崎市では、「わくわくプラザ事業」を厚生労働省の放課後児童健全育成事業を包含した事業として実施してい

ます。 

 

１ 意見の募集期間 

  平成２６年８月２８日（木）から９月２６日（金）まで 

   ※郵送の場合：９月２６日（金）当日必着 

   持参の場合：９月２６日（金）１７時１５分まで 

 

２ 資料の閲覧場所 

  川崎市役所第三庁舎２階（情報プラザ）、各区役所（市政資料コーナー）、 

   川崎市ホームページ「意見公募」から御覧いただけます。 

 

３ 意見の提出方法 

  御意見は、電子メール（専用フォーム）、郵送、持参、ＦＡＸのいずれかでお寄せください。 

◆ 電子メールは、インターネットで川崎市ホームページにアクセスし、ホームページ上の案内に従って、  

専用のフォームを御利用ください。 

◆ 意見書の書式は自由です。必ず「題名」、「氏名（法人又は団体の場合は、名称及び代表者の氏名）」  

及び「連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス又は住所）」を明記してください。 

◆ 電話や来庁による口頭での御意見はお受けできませんのでご了承ください。 

◆ お寄せいただいた御意見に対する個別回答はいたしませんが、市の考え方を整理した結果を市の 

ホームページで公表します。 

 

４ 意見募集結果の公表時期 

  平成２６年１１月 

 

５ 送付先・問い合わせ先 

  〒２１０－８５７７  川崎市川崎区宮本町１番地 

   川崎市市民・こども局こども本部子育て施策部青少年育成課 

    電話 ０４４-２００-３０８３ ＦＡＸ ０４４-２００-３９３１ 

資料２ 
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「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」概要 

 

１ 趣旨 

 「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（「子ども・子育て支援法

整備法」）により、児童福祉法第３４条の８の２が新設され、市町村は、放課後児童健全育成事業

の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならないこととされました。 

 

２ 条例制定の基準となる省令 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号） 

 

３ 省令基準の区分 

 省令基準の内容には、「従うべき基準」と「参酌すべき基準」があります。 

従うべき基準 

基準の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準。 

この基準の範囲内で地域の実情に応じた内容を定めることは許容されるもの

の、異なる内容を定めることは許されない。 

参酌すべき基準 
自治体が「参酌すべき基準」を十分参照した結果としてであれば、地域の実情

に応じて、異なる内容を定めることが許される。 

 

４ 内容 

項目 国基準 区分 本市の考え方 

事業の一般

原則等 

■ 放課後児童健全育成事業における支援は、小学
校に就学している児童であって、その保護者が
労働等により昼間家庭にいないものにつき、当
該児童の健全な育成を図ることを目的として行
わなけれなければならないこと 

■ 事業を利用している児童（以下「利用者」とい
う。）の人権への配慮、人格を尊重した運営 

■ 地域社会との交流及び連携、児童の保護者及び
地域社会に対する運営内容の説明 

■ 運営の内容についての自己評価と結果の公表 
■ 放課後児童健全育成事業を行う場所（以下「放

課後児童健全育成事業所」という。）の構造設備
（採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に
対する危害防止に十分な考慮を払って設けられ
なければならないこと） 

■ 軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災
害に必要な設備の設置、非常災害に対する具体
的計画、訓練等（非常災害対策） 

参酌すべ

き基準 
国基準のとおり 

職員の一般

的要件等 

■ 健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備
え、児童福祉事業に熱意のある者であって、で
きる限り児童福祉事業の理論及び実際について
訓練を受けたものでなければならないこと 

■ 常に自己研鑽に励み、児童の健全な育成を図る
ために必要な知識及び技能の習得、維持及び向
上に努めなければならないこと 

■ 放課後児童健全育成事業者の職員に対する研修
の機会の確保 

参酌すべ

き基準 
国基準のとおり 
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項目 国基準 区分 本市の考え方 

設備等 

■ 遊び及び生活の場としての機能並びに静養する
ための機能を備えた区画（専用区画）を設ける
ほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を設
置しなければならないこと 

■ 専用区画の面積は、児童１人につきおおむね
１．６５㎡以上でなければならないこと 

■ 専用区画並びに設備及び備品等は、開所時間帯
を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用
に供するものでなければならないこと（利用者
の支援に支障がない場合には、この限りでな
い。） 

■ 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたもの
でなければならないこと 

参酌すべ

き基準 

国基準のとおり 
 

《本市独自の経過措置》 

ただし、専用区画の面積基準

に満たない場合は、施行日か

ら平成３２年３月３１日ま

で経過措置を設けることと

する。 

 

職員の員数

及び資格等 

■ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全
育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かな
ければならないこと 

■ 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに２
人以上とし、うち１人を除き、補助員（放課後
児童支援員が行う支援について放課後児童支援
員を補助する者をいう。）をもってこれに代える
ことができること 

■ 放課後児童支援員は、別掲各項のいずれかに該
当するものであって、都道府県知事が行う研修
を修了したものでなければならないこと 

■ 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ご
とに専ら当該支援の提供に当たる者でなければ
ならないこと（利用者の支援に支障がない場合
は、この限りでない。） 

 
《経過措置》 
■ この省令の施行の日から平成３２年３月３１

日までの間、放課後児童支援員の資格につい
て、「都道府県知事が行う研修を修了したもの」
に、平成３２年３月３１日までに修了すること
を予定している者を含めること 

従うべき 

基準 
国基準のとおり 

児童の集団

の規模 

■ 支援の単位は、放課後児童健全育成事業におけ
る支援であって、その提供が同時に一又は複数
の利用者に対して一体的に行われるものをい
い、一の支援の単位を構成する児童の数は、お
おむね４０人以下とすること 

参酌すべ

き基準 
国基準のとおり 

開所時間及

び日数 

■ 開所時間について、小学校の授業の休業日につ
いては１日につき８時間以上、小学校の授業の
休業日以外の日については１日につき３時間
以上を原則とし、その地方における児童の保護
者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻その
他の状況等を考慮して、放課後児童健全育成事
業所ごとに定めること 

■ 開所日数について、１年につき２５０日以上を
原則として、その地方における児童の保護者の
就労日数、小学校の授業の休業日その他の状況
等を考慮して、放課後児童健全育成事業所ごと
に定めること 

参酌すべ

き基準 
国基準のとおり 
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項目 国基準 区分 本市の考え方 

その他運営

基準 

■ 利用者の国籍、信条又は社会的身分による差別

的取扱いの禁止 

■ 職員の利用者に対する虐待の禁止 

■ 利用者の使用する設備、食器等又は飲用に供す

る水についての衛生管理 

■ 感染症又は食中毒の発生、又はまん延の防止 

■ 必要な医薬品その他の医療品を備え、適正に管

理すること 

■ 放課後児童健全育成事業所ごとに、次の各号に

掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る運営規程を定めること 

 ・事業の目的及び運営の方針 

 ・職員の職種、員数及び職務の内容 

 ・開所している日及び時間 

 ・支援の内容及び当該支援の提供につき利用者

の保護者が支払うべき額 

 ・利用定員 

・通常の事業の実施地域 

・事業の利用に当たっての留意事項 

・緊急時等における対応方法 

・非常災害対策 

・虐待の防止のための措置に関する事項 

・その他の事業の運営に関する重要事項 

■ 職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明

らかにする帳簿の整備 

■ 職員の秘密の漏洩の禁止等 

■ 利用者又はその保護者等からの苦情に迅速か

つ適切に対応するために、苦情を受け付けるた

めの窓口の設置等 

■ 市から指導又は助言を受けた場合の必要な改

善 

■ 社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委

員会が行う同法第８５条第１項の規定による

調査への協力 

■ 保護者との密接な連絡（利用者の健康及び行動

の説明、支援の内容等につき、保護者の理解及

び協力を得るよう努めなければならないこと）

■ 市、児童福祉施設、利用者の通学する小学校等

関係機関と密接に連携して支援にあたること 

■ 事故が発生した場合は、市、保護者等への連絡

と必要な措置を講じなければならないこと 

■ 賠償すべき事故が発生した場合の損害賠償 

参酌すべ

き基準 
国基準のとおり 
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（別掲） 

放課後児童支援員について 

放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修を 

修了したものでなければならない。 

 

・ 保育士 

・ 社会福祉士 

・ 高等学校等を卒業した者等であって２年以上児童福祉事業に従事したもの 

・ 教員免許を有する者   

・ 大学において社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに

相当する課程を修めて卒業した者、優秀な成績で単位を取得したことにより大学院への入学が認められた

者     

・ 大学院において社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれら

に相当する課程を修めて卒業した者 

・ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学、若しくは体育学を専修する学科又

はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

・ 高等学校を卒業した者等であり、かつ、２年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者で

あって、市長が適当と認めたもの 

  

５ 施行期日 

 平成２７年４月１日 
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１ 対象児童 

小学校に在学または学区内に在住する小学校１年生から６年生までの全ての児童を対象として

います。 

 

２ 運営主体 

こども文化センターを運営している指定管理者が運営主体になっています。 

 

３ 開設数 

市立全小学校１１３か所で開設しています。 

 

４ 活動場所 

小学校内のわくわくプラザ室を活動の拠点としています。小学校の状況によって校庭、体育館そ

の他の利用可能な施設を学校教育に支障のない範囲で利用しています。 

※ わくわくプラザ室：余裕教室等を有効活用したり、学校敷地内に設置しています。室内には 

児童の居場所及び事務スペース、靴・鞄置場等があります。 

 

５ 開設日 

日・祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く月曜日から土曜日まで開設しています。 

 

６ 開設時間 

授業のある日は、放課後（授業終了時）から午後６時まで、土曜日、長期休業日、開校記念日等

は午前８時３０分から午後６時まで開設しています。 

 

７ 児童の登録状況 [平成２６年４月末現在] 

（１）在校児童数（１１３校）    ７１,１１６人 

（２）登録児童数          ３１,１３４人 

（３）登録率              ４４.０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《わくわくプラザ事業の運営》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※必要なスペースを確保して運営します。 

《わくわくプラザ事業の実施形態》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「川崎市わくわくプラザ事業」の概要

川崎市では、すべての小学生を対象に、保護者の就労のいかんに関わらず、放課後の児童

の安全な居場所の確保を目的に、「小学校施設を活用した児童の健全育成事業」である「わく

わくプラザ事業」を、厚生労働省の放課後児童健全育成事業を包含した事業として実施して

います。 
【わくわくプラザ事業】 

◎ 小学校 1 年生から 6 年生までの全児童対策として実施しています。 

◎ わくわくプラザ室は保護者が就労等により昼間家庭にいない子ども（放課後児童

健全育成事業）と自由利用の子どもの一体的な活動の場です。 

 留守家庭児童 

（遊び・生活の場） 

＊放課後児童健全育成事業 

自由利用児童 

（学び・体験の場） 一体的活動

 

 

自由利用児童 

放課後児童健全育成事

業の対象児童 
交 流 

 

 

 

※ 小学校の状況によって校庭、体育館その他

の利用可能な施設を利用 

体育館 

わくわくプラザ室

校 庭 余裕教室 

参考資料 


